
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領 

 

平成１５年１０月 １日 機構規程第１２２号  
（改正  平成１６年 ４月  １日  機構規程第  ４号） 
（改正  平成２２年１１月１８日  機構規程第 ４０号） 
（改正  平成２７年   ２月   ３日  機構規程第  ３６号） 
（改正 平成 ３１ 年 ２月２１日 機構規程第 ５３号） 
（改正 令和 ３ 年 ３月２５日 機構規程第 ７２号） 
（改正 令和 ４ 年 ３月２３日 機構規程第 ９８号） 

 
 

（通則） 

第１条  地下高速鉄道整備事業費補助（以下「補助金」という。）の交付については、独立行政

法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０号。以下「機構法」という。）

及び同法施行令（平成１５年政令第２９３号。以下「機構法施行令」という。）並びに補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」と

いう。）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）の定

めによるもののほか、この取扱要領の定めるところによる。 

   

（目的） 

第２条 この取扱要領は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）

から交付する補助金について、補助の対象、補助金に係る申請、交付その他の取扱いに関する

細目を定め、もって補助金の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この取扱要領において「地下高速鉄道」とは、都市及びその周辺において通勤通学輸送

を目的として建設される鉄道（軌道を含む。）であって、主として地下に建設されるものをい

う。 

２ この取扱要領において「地下高速鉄道事業者」とは、東京地下鉄株式会社並びに地下高速鉄

道事業を営む地方公共団体及び地下高速鉄道事業を営む事業者であって、地方公共団体から出

資総額の２分の１以上の出資を受けている者（開業時における地方公共団体からの出資が出資

総額の２分の１以上となること又は別表２に定める出資比率以上になることが、補助金交付時

において確実であると認められる場合を含む。以下「準公営」という。）をいう。 

 

（交付の対象等） 

第４条 機構は、地下高速鉄道事業者の建設する地下高速鉄道であって、あらかじめ当該路線の

許可又は特許に際して補助対象として選定された路線（以下「補助対象路線」という。）の建

設に必要な経費のうち、補助金交付の対象として機構が認める経費（以下「補助対象整備事業

費」という。）について、予算の範囲内において次に掲げる者に対し補助金を交付するものと

する。 



（１）地下高速鉄道事業を営む地方公共団体 

（２）東京地下鉄株式会社（有楽町線（豊洲～住吉）及び南北線（品川～白金高輪）の建設、

浸水対策並びに駅施設の大規模改良工事に限る。） 

（３）準公営（上飯田連絡線株式会社を除く。） 

  

（補助対象整備事業費の額） 

第５条 補助対象整備事業費の額は、地下高速鉄道事業者が許可又は特許取得後において補助対

象路線の新線建設並びに営業開始後の耐震補強、浸水対策及び別表１に定める大規模改良を目

的とした事業に対して、各々の事業年度（４月１日から翌年３月３１日までの期間をいう。以

下「事業年度」という。）において支出した費用の合計額から総係費及び建設仮勘定利子に相

当する額を控除して得た額に１０２％を乗じた額の８０％に９０％を乗じて算出した額とす

る。 

なお、大規模改良を目的とした事業（駅施設の大規模改良工事を除く。）は、さらに５０％

を乗じて算出した額とする。また、東京都大江戸線（新宿～都庁前）の補助対象整備事業費の

額は、東京都が東京都地下鉄建設株式会社から地下高速鉄道事業を目的として運輸開始の翌年

度以降に譲受する鉄道施設等の譲渡価格に対して、東京都が各々の事業年度において支出した

額から総係費及び建設仮勘定利子に相当する額を控除して得た額に１０２％を乗じた額の８

０％に９０％を乗じて算出した額とする。 

２ 前項の規定中の大規模改良には鉄道施設の空間利用を高度化するための基盤施設としての構 

造とするための大規模改良を含むものとする。 

 

（補助金額） 

第６条 機構が交付する補助金の総額は、地方公共団体の補助金額の範囲内とし、第４条第１号

に掲げる地方公共団体、第２号の東京地下鉄株式会社及び第３号の準公営の補助対象整備事業

費の額のそれぞれ３５％に相当する金額を限度とする。 

２ 第４条第１号に掲げる地方公共団体及び第２号に掲げる東京地下鉄株式会社に関する第１項

の補助金は、建設した事業年度に交付するものとし、補助率は、３５％とする。 

３ 第４条第３号に掲げる準公営に関する第１項の補助金は、建設した事業年度に交付するもの  

とし、補助率は、３５％とする。 

  ただし、平成１２年度以前に補助採択された事業の補助率は、３５％に別表２に定める各地

下高速鉄道事業者毎の地方公共団体からの出資比率を乗じたものとする。 

（１）地方公共団体からの出資が出資総額の２分の１未満となった場合は、当該年度の補助金を

交付しない。 

（２）別表２に定める地方公共団体の出資比率を下回ることとなった場合の補助金の額は、当該

下回った出資比率によって計算した額とする。この場合において、既に交付を受けた補助金

についても、当該下回った出資比率によって再計算することとし、再計算後の補助金総額が

既交付補助金総額を下回ることとなる場合は、その差額を当該年度に交付する補助金から控

除して交付することとする。 

   なお、控除する額が交付する補助金の額を超過する場合は、超過する額を翌年度に繰り越  

して控除することとする。 



（３）開業時における地方公共団体からの出資が出資総額の２分の１以上となること又は別表２

に定める出資比率以上となることが、補助金の交付時において確実であると認められる場合

においては、この限りでない。 

 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、地下高速鉄道整備事業費補助交付申請書（第 

１号様式）に次に掲げる書類を添付して、すみやかに機構に提出しなければならない。 

（１）第４条第１号に掲げる地方公共団体及び第２号に掲げる東京地下鉄株式会社に係る前条第

２項に基づく補助金の交付申請については、当該申請に係る地下高速鉄道整備事業費見込表

（第２号様式） 

（２）第４条第３号に掲げる準公営に係る前条第３項に基づく補助金の交付申請については、当  

該申請に係る地下高速鉄道整備事業費見込表及び出資内訳見込表（第４号様式） 

 

（補助金の交付決定及び通知） 

第８条 機構は、第４条第１号に掲げる地方公共団体及び第２号に掲げる東京地下鉄株式会社に

係る前条第１項第１号による申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、地

下高速鉄道整備事業費補助の交付決定通知書（第５号様式）により補助金の交付を申請した者

に通知するものとする。 

２ 機構は、第４条第３号に掲げる準公営に係る前条第１項第２号による申請書の提出があった 

ときは、審査のうえ、交付決定を行い、地下高速鉄道整備事業費補助の交付決定通知書（第６

号様式）により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。 

 

（交付決定の変更の申請） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた第４条に掲げる事業者は、当該補助金の交付の決定の変更 

を受けようとするときは、地下高速鉄道整備事業費補助交付決定変更申請書（第７号様式）を

機構に提出しなければならない。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第10条 機構は、前条に基づく交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決

定の変更を行い、地下高速鉄道整備事業費補助の交付決定変更通知書（第８号様式）により補

助金の交付の決定の変更を申請した者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第11条 交付決定を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることによ

り、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、機構が指定する期日までにその旨を記載

した書面を機構に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第12条 次に掲げる事項は、第４条第１号に掲げる地方公共団体及び第２号に掲げる東京地下鉄

株式会社に係る補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。 



（１）機構法、機構法施行令及びこの取扱要領に従わなければならないこと。 

（２）補助対象路線の営業を開始した日の属する事業年度の初日から起算して１０年以内の事業  

年度につき各補助対象路線において利益を生じた場合は、その翌事業年度において、その利  

益の額の４分の１に相当する金額を、交付を受けた補助金の総額に達するまで機構を通じて  

国に納付しなければならないこと。 

（３）補助対象路線の営業を開始した年の翌年から１０年間、毎年６月１０日までに前年の４月  

１日から始まる事業年度の各補助対象路線の地下高速鉄道事業利益額計算書（第３号様式）

を機構に提出すること。ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を機構を通じて

国に納付したときは、この限りでない。 

２ 次に掲げる事項は、第４条第３号に掲げる準公営に係る補助金の交付を決定する場合に付す  

る条件となるものとする。 

（１）機構法、機構法施行令及びこの取扱要領に従わなければならないこと。 

（２）第６条第３項第１号に該当すること及び開業時における地方公共団体からの出資が出資総

額の２分の１以上となることが、補助金の交付時において確実であると認められないことと

なった場合には、既に交付した補助金の総額を機構を通じて国に返還しなければならないこ

と。同項第２号に該当することとなった場合において、補助金交付の最終年度において控除

しきれない金額が生じたときには、当該金額を機構を通じて国に返還しなければならないこ

と。 

（３）補助対象路線の営業を開始した日の属する事業年度の初日から起算して１０年以内の事業  

年度につき各補助対象路線において利益を生じた場合は、その翌事業年度において、その利

益の額の４分の１に相当する金額を、交付を受けた補助金の総額に達するまで機構を通じて

国に納付しなければならないこと。 

（４）補助対象路線の営業を開始した年の翌年から１０年間、毎年６月１０日までに前年の４月  

１日から始まる事業年度の各補助対象路線の地下高速鉄道事業利益額計算書を機構に提出

すること。ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を機構を通じて国に納付した

ときは、この限りでない。 

 

（利益の額の計算） 

第13条 前条第１項第２号及び第２項第３号における利益の額は、収益から費用を控除した残額

とする。 

２ 前項の収益は、営業収益及び営業外収益（特別利益又は繰越利益剰余金増加高若しくは繰越 

欠損金減少高を含み、国及び地方公共団体からの給付金を除く。）について機構が査定した額

の合計額とする。 

３ 第１項の費用は、営業費（法人税、都民税その他の諸税を含む。）及び営業外費用（特別損失

又は繰越利益剰余金減少高若しくは繰越欠損金増加高を含む。）について機構が査定した額の

合計額とする。 

４ 地下高速鉄道事業と兼営する他の事業に関連する収益及び費用の地下高速鉄道事業への配賦  

は、鉄道事業会計規則（昭和６２年運輸省令第７号）第２０条に定めるところにより、同条に

定めのないものは、機構が査定したところによる。 

 



（状況報告） 

第14条 補助金の交付の決定を受けた第４条に掲げる事業者は、毎四半期の補助対象事業の遂行

に関する状況報告書（第９号様式）を前四半期終了後１０日以内に機構に提出しなければなら

ない。 

２ 前項に関わらず、機構の要求があった場合には、すみやかに状況報告書を機構に提出しなけ

ればならない。 

 

（実績報告） 

第 15 条 補助金の交付の決定を受けた第４条第１号に掲げる地方公共団体及び第２号に掲げる

東京地下鉄株式会社は、補助金の交付の決定に係る地下高速鉄道整備事業完了実績報告書（第

10号様式）を同条第３号に掲げる準公営は、地下高速鉄道整備事業完了実績報告書及び出資内

訳実績表（第 11 号様式）を当該補助金の交付の対象となる事業の完了後１月を経過した日又

は当該補助金の交付の決定を受けた日の属する事業年度の翌事業年度の４月１０日のうちい

ずれか早い日までに機構に提出しなければならない。ただし、補助事業の全部が交付決定年度

内に完了しないときには、翌年度の４月２０日までに地下高速鉄道整備事業年度終了実績報告

書（第12号様式）を機構に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定及び通知） 

第16条 機構は、前条に基づく完了実績報告があった場合には、これを審査し、その報告に係る

補助事業の実施の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、所要の手続きの

うえ、交付すべき補助金の額を確定し、地下高速鉄道整備事業費補助の額の確定通知書（第13

号様式）により補助金の交付の決定を受けた第４条に掲げる事業者に通知するものとする。 

 

（概算払の請求） 

第17条 補助金の交付の決定を受けた者は、機構から補助金の概算払を受けようとするときは地

下高速鉄道整備事業費補助概算払請求書（第14号様式）を機構に提出しなければならない｡ 

 

（補助金に関する整理） 

第18条 地下高速鉄道事業者は、補助対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿

を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 地下高速鉄道事業者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象

事業の完了の日の属する年度の終了後、５年間保存しなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第19条 地下高速鉄道事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産（適正化法施行

令第１３条第１号から第３号までに掲げる財産及び同令第９条第２項の規定により読み替え

て適用する同令第１３条第４号又は第５号の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構理事長（以下「理事長」という。）が定める財産に限る。）について、補助事業の完

了後においても、理事長が別に定める期間を経過するまでは理事長の承認を受けないで補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。 



ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を機構を通じて国に納付したときは、こ

の限りでない。 
 
附則 

１ この取扱要領は、平成１５年１０月１日から施行する。 

２ 第３条第２項に定める「準公営」については、同項の規定にかかわらず、神戸高速鉄道株式 

会社を含むものとし、第４条第３号の交付の対象とする。 

    ただし、同社については、耐震補強を目的とした工事に限る。 

    また、同社について、第６条第３項第１号の規定は適用しない。 

 

附則（平成１６年４月１日 機構規程第４号） 

１ この取扱要領の一部改正は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ この取扱要領の一部改正の施行前に交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例に

よる。 
３ この取扱要領の一部改正前に帝都高速度交通営団からなされた交付の申請で、交付の決定が

なされていないものについては、改正後の規定に基づき東京地下鉄株式会社からなされたもの

とみなす。 
 
附則（平成２２年１１月１８日 機構規程第４０号） 

１ この取扱要領の一部改正は、平成２２年１１月１８日から施行し、平成２２年度以降の補助

金に係る財産から適用する。 

 

附則（平成２７年２月３日機構規程第３６号） 

１ この取扱要領の一部改正は、平成２７年２月３日から施行する。 

 

附則（平成３１年 ２月２１日機構規程第５３号） 

１ この取扱要領の一部改正は、平成３１年 ２月２１日から施行する。 

２ 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策（平成30年12月14日閣議決定）」に基

づく補助対象事業については、片道断面輸送量が一日一万人以上十五万人未満の路線又は優等

列車若しくは貨物列車の運行する路線を対象とする。 

３ 平成３０年度補正予算（第２号）における大規模改良を目的とした事業は、地方公共団体等

が指定した浸水想定区域に位置する駅における、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を図るた

めに必要となる施設の整備を行う事業を対象とする。 

 

附則（令和３年３月２５日機構規程第７２号） 

１ この取扱要領の一部改正は、令和３年３月２５日から施行する。 

 

附則（令和４年３月２３日機構規程第９８号） 

１ この取扱要領の一部改正は、令和４年３月２３日から施行する。 

 



別表１ 

輸送力増強を目的とする大規模改良工事 

駅施設の大規模改良工事 

 

別表２ 

地下高速鉄道事業者 地方公共団体からの出資比率 

埼玉高速鉄道株式会社 ５６．３ 

神戸高速鉄道株式会社 ４０．０ 

 



第１号様式 

 

 

                                                                   年  月  日 

 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長 殿 

 

 

 

住  所 

名  称    

 

 

 

 

 

地下高速鉄道整備事業費補助交付申請書 

 

 

 

 

 

 

 

         の営む地下高速鉄道事業に係る   年度地下高速鉄道整備事業費補助 

 金     円を交付されるよう、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領第７条の規定により申請します。 



第２号様式 

 

 

 

                           地下高速鉄道整備事業費見込表 

 

 

 

           年度 

 

区  分 金  額 備  考 

土  地 

建物 

線路設備 

 軌 道 

 土 工 

  橋りょう 

  トンネル 

  排水設備 

  線路諸設備 

停車場設備 

電路設備 

  通信設備 

  電気保安設備 

  電力線設備 

諸構築物 

車  両 

機械装置 

工具・器具・備品 

  ・・・・・・ 

 地上権 

 電話施設利用権 

 測量監督費 

 建設利子 

  ・・・・・・ 

 

計 

円  

（注） 補助金の交付の申請をしようとする年の４月１日から始まる事業年度について作成しなけ

ればならない。 

土地の備考欄については、控除金額を記入のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式 

 

 

 

地下高速鉄道事業利益額計算書 

 

 

 

     年度     線 

 

収   益 費   用 

科   目 金 額 科   目 金 額 

営業収益 

   

  旅客運輸収入 

  貨物運輸収入 

  鉄道線路使用料収入 

  鉄道線路譲渡収入 

  運輸雑収 

 

 

計 

 

営業外収益 

 

  受取利息 

  受取配当金 

  固定資産売却益 

  ・・・・・・ 

 

計 

 

合   計 

円 営業費 

 

  運送費 

  旅客誘致費 

  厚生福利施設費 

  一般管理費 

  諸税 

  減価償却費 

 

計 

 

営業外費用 

 

  支払利息 

  企業債利息 

  固定資産売却損 

  ・・・・・・ 

 

計 

 

合   計 

円 

 

差引利益額            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式 

 

 

 

出 資 内 訳 見 込 表 

 

 

 

（  年３月３１日見込） 

出 資 者 名 

前 年 度 末 

出 資 済 額 

当 年 度 末 

見 込 み 額 

開  業  時 

見 込 み 額 

金 額 割合 金 額 割合 金 額 割合 

 

 

地 

方 

公 

共 

団 

体 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

計 
 

 

     

 

 

 

そ 

の 

他 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

計 
 

 

     

合  計 
 

 

     

（注）１．交付申請年度について作成のこと。 

   ２．割合については、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで記載すること。 

   ３．補助対象路線の開業年度においては、開業時点について作成のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 

 

                                                                      番     号 

                                                                      年  月  日 

 

 

           殿 

 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長  

 

 

地下高速鉄道整備事業費補助の交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けをもって申請のあった   年度地下高速鉄道整備事業費補助    

については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領

（以下「取扱要領」という 。）第８条第１項の規定により、下記のとおり交付することを決定した

ので、同要領第８条第１項の規定により通知する。 

 

 

記 

 

                                                                                           

１．補助金の対象となる事業は、  年  月  日付け申請に係る地下高速鉄道事業とする。 

２．補助金の額は次のとおりである。 

      補助金の額     金               円 

３．補助条件は次のとおりである。 

  (１) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０号）及       

び同法施行令（平成１５年政令第２９３号）並びに取扱要領に従わなければならない             

こと。 

 (２) 補助対象路線の営業を開始した日の属する事業年度の初日から起算して１０年以内   

の事業年度につき各補助対象路線において利益を生じた場合は、その翌事業年度にお   

いて、その利益の額の４分の１に相当する金額を、交付を受けた補助金の総額に達す     

るまで機構を通じて国に納付しなければならないこと。 

  (３) 補助対象路線の営業を開始した年の翌年から１０年間、毎年６月１０日までに前年     

の４月１日から始まる事業年度の各補助対象路線の地下高速鉄道事業利益額計算書を     

機構に提出すること。ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を機構を通       

じて国に納付したときは、この限りでない。 

４．この補助金の交付決定の内容又は条件に不服のある場合における取扱要領第１１条の規   

定による申請の取下げができる期間は  年  月  日とする。 



第６号様式 

 

                                                                      番     号 

                                                                      年  月  日 

 

 

           殿 

 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長  

 

 

                       地下高速鉄道整備事業費補助の交付決定通知書 

 

 

       年  月  日付けをもって申請のあった   年度地下高速鉄道整備事業費補助

については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領

（以下「取扱要領」という。）第８条第２項の規定により、下記のとおり交付することを決定したの

で、同要領第８条第２項の規定により通知する。 

 

 

記 

 

 

１．補助金の交付の対象となる事業は、  年  月  日付け申請に係る地下高速鉄道事業とす

る。 

２．補助金の額は次のとおりである。 

      補助金の額     金               円 

３．補助条件は次のとおりである。 

（１） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０号）及び同

法施行令（平成１５年政令第２９３号）並びに取扱要領に従わなければならないこと。 

（２） 取扱要領第６条第４項第１号に該当することとなった場合には、既に交付した補助金の

総額を機構を通じて国に返還しなければならないこと。同項第２号に該当することとなっ

た場合において、補助金交付の最終年度において控除しきれない金銭が生じたときには、

当該金額を機構を通じて国に返還しなければならないこと。 

  （３） 補助対象路線の営業を開始した日の属する事業年度の初日から起算して１０年以内の事 

業年度につき各補助対象路線において利益を生じた場合は、その翌事業年度において、そ 

の利益の額の４分の１に相当する金額を、交付を受けた補助金の総額に達するまで機構を 

通じて国に納付しなければならないこと。 

(４)  補助対象路線の営業を開始した年の翌年から１０年間、毎年６月１０日までに前年の４ 

月１日から始まる事業年度の各補助対象路線の地下高速鉄道事業利益額計算書を機構に提

出すること。ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を機構を通じて国に納付

したときは、この限りでない。 

４．この補助金の交付決定の内容又は条件に不服のある場合における取扱要領第１１条の規定によ

る申請の取下げができる期間は  年  月  日とする。 

 

 

 

 



第７号様式 

                                                                      年  月  日 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長 殿 

 

住  所 

名  称    

 

地下高速鉄道整備事業費補助交付決定変更申請書 

 

  年  月  日付け    第  号で補助金交付決定通知があった      の営む

地下高速鉄道事業に係る  年度地下高速鉄道整備事業費補助について補助金の交付決定の変更を

受けたいので、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領

第９条の規定により、申請します。 

 

１．変更を必要とする理由 

２．補助金の額 

交付決定変更申請額               円 

交 付 決 定 済 額                              円 

増 減 額                              円 

３．整備事業費の区分並びに区分ごとの配分 

区  分 交付決定時整備事業費見込額 今回整備事業費見込額 増 減 額 備 考 

土  地 

建    物 

線路設備 

軌 道 

土 工 

 橋りょう 

 トンネル 

 排水設備 

 線路諸設備 

停車場設備 

電路設備 

 通信設備 

 電気保安設備 

 電力線設備 

諸構築物 

車  両 

機械装置 

工具・器具・備品 

 ・・・・・・ 

地上権 

電話施設利用権 

測量監督費 

建設利子 

 ・・・・・・ 

 

計 

円 円 円  

（注）土地の備考欄については、控除金額を記入のこと。 

 

 

 



第８号様式 

 

                                                                      番     号 

                                                                      年  月  日 

 

 

           殿 

 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長   

 

 

 

地下高速鉄道整備事業費補助の交付決定変更通知書 

 

 

 

 

     年  月  日付けをもって交付決定額の変更申請のあった  年度地下高速鉄道整備

事業費補助については、下記のとおり交付の決定を変更したので通知する。 

 

 

記 

 

 

１．補助金の額   交付決定変更額               円 

                    交付決定済額                             円 

         増 減 額                              円 

 

 

２．整備事業費の区分並びに区分ごとの配分は、変更申請のあったとおりとする。 

 

 



第９号様式 

 

                                                                      年  月  日 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長 殿 

 

住  所 

名  称    

 

 
 

年度地下高速鉄道補助対象整備事業費（第 四半期、年度終了）状況報告書 

 

 

 

 

      年  月  日付け  第   号をもって補助金の交付決定を受けました  年度

地下高速鉄道補助対象建設工事（第 四半期、年度終了）の実績について、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領第１４条の規定により、下記のとおり

報告します。 

 

記 

 

 

１．交付決定額              円 

２．工事実績                              円 

                                        （進捗率  ％） 

３．工事の内容 

 （別紙１）     年度地下高速鉄道補助対象建設工事 

       （第 四半期、年度終了）実施概要説明書 

 （別紙２）          年度地下高速鉄道補助対象建設工事 

                （第 四半期、年度終了）実績報告書 

 （別紙３）          年度地下高速鉄道補助対象建設工事 

                （第 四半期、年度終了）実績概要図書 

 （別紙４）          年度地下高速鉄道補助対象建設工事 

                （第 四半期、年度終了）工事行程及び進捗率表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式 

                                                                 年  月  日 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長 殿 

 

住  所 

名  称    

 

 

地下高速鉄道整備事業完了実績報告書 

 

 

    の営む地下高速事業に係る  年度地下高速鉄道整備事業の完了の実績は、

金       円であることを、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整

備事業費補助取扱要領第１５条の規定により報告します。 

 

 

整備事業費の区分並びに区分ごとの配分 

区  分 金  額 備  考 

土  地 

建物 

線路設備 

 軌 道 

 土 工 

  橋りょう 

  トンネル 

  排水設備 

  線路諸設備 

停車場設備 

電路設備 

  通信設備 

  電気保安設備 

  電力線設備 

諸構築物 

車  両 

機械装置 

工具・器具・備品 

  ・・・・・・ 

 地上権 

 電話施設利用権 

 測量監督費 

 建設利子 

  ・・・・・・ 

 

計 

円  

（注）土地の備考欄については、控除金額を記入のこと。 

 

 

 

 



第１１号様式 

 

 

 

 

出 資 内 訳 実 績 表 

 

 

 

（  年３月３１日見込） 

出 資 者 名 

前 年 度 末 

出 資 済 額 

当 年 度 末 

実 績 額 

開  業  時 

見 込 み 額 

金 額 割合 金 額 割合 金 額 割合 

 

 

地 

方 

公 

共 

団 

体 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

計 
 

 

     

 

 

 

そ 

の 

他 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

計 
 

 

     

合  計 
 

 

     

 

（注）１．交付申請年度の年度末時点について作成のこと。 

   ２．割合については、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで記載すること。 

   ３．補助対象路線の開業年度においては、開業時点について作成のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式 

                                                                 年  月  日 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長 殿 

 

住  所 

名  称       

 

 

地下高速鉄道整備事業年度終了実績報告書 

 

 

   の営む地下高速事業に係る  年度地下高速鉄道整備事業の年度終了の実績

は、金       円であることを、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄

道整備事業費補助取扱要領第１５条の規定により報告します。 

 

 

整備事業費の区分並びに区分ごとの配分 

区  分 金  額 備  考 

土  地 

建物 

線路設備 

 軌 道 

 土 工 

  橋りょう 

  トンネル 

  排水設備 

  線路諸設備 

停車場設備 

電路設備 

  通信設備 

  電気保安設備 

  電力線設備 

諸構築物 

車  両 

機械装置 

工具・器具・備品 

  ・・・・・・ 

 地上権 

 電話施設利用権 

 測量監督費 

 建設利子 

  ・・・・・・ 

 

計 

円  

（注）土地の備考欄については、控除金額を記入のこと。 

 

 

 

 



第１３号様式 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

           殿 

 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長  

 

 

 

地下高速鉄道整備事業費補助の額の確定通知書 

 

 

 

 

    年  月  日付けをもって実績報告のあった   年度地下高速鉄道整備事業費補助に

ついては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領第

１６条の規定により、下記のとおり確定したので通知する。 

 

 

記 

 

 

    確定補助金                                              円 

 



第１４号様式 

 

                                                                 年  月   日 

 

独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構理事長 殿 

 

住  所 

名  称    

 

 

年度地下高速鉄道整備事業費補助概算払請求書 

 

 

      年  月  日付け  第   号で交付決定の通知を受けた標記補助金について、

下記のとおり概算払を受けたいので、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道

整備事業費補助取扱要領第１７条の規定により、請求します。 

 

 

記 

 

 

１．地下高速鉄道整備事業費補助交付決定通知額    金             円 

２．概算払請求額                                金                         円 

３．概算払請求額算出基礎 

交付決定に係る 

補 助 金 額 

前 回 ま で の 

概算払累計額 

今 回 概 算 払 

請 求 額 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

円 
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